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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

個人所有パイパー式ＰＡ‐１８‐１５０型ＪＡ３１０１は、昭和５８年１１月２６日、千 

葉県東葛飾郡関宿町江戸川河川敷の関宿滑空場において、グライダーえい航を行った後の着 

陸滑走中、倒立して停止した。

同機には、機長のみが搭乗していたが死傷はなかった。

同機は、中破したが火災は発生しなかった。

１．２　航空事故調査の概要

１．２．１　事故の通知及び調査組織

航空事故調査委員会は、昭和５８年１１月２８日運輸大臣から事故発生の通報を受け、 

当該事故の調査を担当する主管調査官を指名した。

１．２．２　調査の実施時期

昭和５８年１１月２９日　現場調査



１．２．３　原因関係者からの意見聴取

原因関係者として機長から昭和５９年３月１６日意見聴取を行った。

２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ３１０１は、事故当時の０８時１５分ごろ、機長により飛行前点検が実施され、異常の

ないことを確認した後、グライダーえい航のため１０時２４分ごろから飛行を開始した。

その後、同機は当日３３回目のグライダーえい航飛行のため、滑走路１８Ｅより離陸グラ 

イダーえい航飛行を終え、着陸態勢に入った（付図参照）。

機長は、当初は滑走路１８Ａの中央付近のグライダーをえい航する予定であったので、同 

付近に着陸するつもりで着陸態勢をとっていたが、このグライダーはまだ飛行中であった。

次に、えい航予定のグライダー（以下「グライダーＡ」という。）が滑走路１８Ｅの末端 

から約１９０メートルの地点に停止していたため、同機は、グライダーＡの前方に着陸滑走し 

ていくことに予定を変更した。

しかし、グライダーＡの左側約４１メートルの地点（滑走路１８Ｃ）に他のグライダー

（以下「グライダーＢ」という。）があったため、両機の間を右斜め前方へ着陸滑走してい 

くつもりであったと機長は口述している。

機長は、着陸地点を滑走路１８Ａから１８Ｄのショート・ランデング・エリアに変更した。 

このため、フォワード・スリップ及びサイド・スリップで降下角を大きくしていったが、高度 

を下げ切れず、滑走路に対して右斜め方向に進入し、通常の接地点より先、滑走路１８Ｄの 

末端より約１５０メートルの地点に着陸接地した。その後、機長はグライダーＡ及びＢの間 

を目標に斜めに約８３メートル滑走したが、その地点が湿地であったために主車輪が拘束さ 

れ、同機は倒立して停止した。

事故発生時刻は、１５時４４分ごろであった。

２．２　人の死亡、行方不明及び負傷

なし

２．３　航空機（部品を含む。）の損壊に関する情報

２．３．１　損壊の程度　中破



２．３．２　航空機各部の損壊の状況

プロペラ　ブレード１枚が先端から約３６センチメートルの部位で後方へ湾曲。

機首部　下部エンジンカウリング及びエア・フィルタ破損

２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報

なし

２．５　乗組員に関する情報

機長　男性　４２歳

事業用操縦士技能証明書　第８０９１号

取得年月日　 昭和５６年１月１６日

限定事項　飛行機陸上単発

昭和４８年５月１８日

第一種航空身体検査証明書　第１１６５３０３３号

昭和５９年６月２５日まで有効

総飛行時間　２，６３０時間００分

同型式機飛行時間　２，５０５時間００分

過去３０日間飛行時間　４７時間２４分

２．６　航空機に関する情報

２．６．１　航空機

型式　パイパー式　ＰＡ‐１８‐１５０型

製造番号及び製造年月日　１８‐４５１１

昭和３０年９月１２日

耐空証明書　第東５８‐３３９号

有効期限　昭和５９年１０月４日

総飛行時間　８，７９２時間５６分

前回オーバホール後の飛行時間　３６３時間２４分

５０時間点検後の飛行時間　２５時間３８分

飛行場外離着陸許可番号　新東航第０９５２号

有効期間　昭和５８年１１月１日～昭和５８年１１月３０日



２．６．２　重量及び重心位置

事故当時の同機の重量は１，３８２ポンド、重心位置は１１．７インチと推算され、いず 

れも許容範囲（最大着陸重量１，７５０ポンド、重心範囲１０．５～２０インチ）内にあっ 

たものと認められる。

２．７　気象に関する情報

機長によれば、当時の気象は快晴で視程１０キロメートル以上、風は南の風１メートル／ 

秒であったが、時折、北西の風約３メートル／秒の風が吹いていたとのことであった。

３　事実を認定した理由

３．１　解析

３．１．１　機長は、適法な資格を有し、所定の航空身体検査に合格していた。

３．１．２　ＪＡ３１０１は、有効な耐空証明を有し、規定どおり整備されていた。

３．１．３　事故当時の気象状況は、事故に関連はなかったものと認められる。

３．１．４　関宿滑空場は、河川敷に設置された草地で、事故当時、滑走路１８Ｄの末端より 

約２３０メートル先に湿地ができていた。機長はこのことを知っていた。

３．１．５　機長は、着陸態勢に入った当初滑走路１８Ａの中央付近に着陸するつもりであっ 

たのを、滑走路１８Ｄのショート・ランデング・エリアに変更した。

３．１．６　機長は、滑走路１８Ｄのショート・ランデング・エリアに接地し、着陸滑走後、 

グライダーＡ及びグライダーＢの間を地上滑走していくつもりで、フラップ・ダウンし 

て滑走路１８Ａから同１８Ｄへ進入変更の際、フォワード・スリップ及びサイド・スリ 

ップで降下角を大きくしていったが、高度を下げ切れず滑走路に対して右斜め方向に進 

入し、通常の接地点より先の湿地個所より約８３メートル手前に着陸接地したため、同 

湿地に突っ込み、倒立したものと推定される。

４　原因

本事故の原因は、機長が着陸の際、進入方向及び接地点が適切でなかったため、湿地に突 

込み主車輪が拘束されて、倒立したことによるものと推定される。



推定飛行経路 付図


